
民生委員児童委員について

民生委員児童委員の状況

大田区の民生委員児童委員の定数は、508名です。

厚生労働大臣から委嘱を受け、非常勤の特別職地方公務員として、無報酬で活動

しております。

任期は３年であり、令和７年に民生委員児童委員の一斉改選を実施しました。

その結果、令和７年12月１日から470名（再任386名・新任84名）の民生委員児

童委員が委嘱されました。

大田区福祉部福祉管理課
援護係
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資料１



大田区民生委員児童委員協議会

会長協議会（各地区会長18名で構成）

地区民生委員児童委員協議会（18地区）

６

部

会

児童福祉部会

障がい福祉部会

生活福祉部会

高齢福祉部会

子育て支援部会

主任児童委員部会

【組織図】
毎月（８月は除く）１回、区職員と
各地区会長が集まり、協議会を実施
しています。

（参考）

・全国民生委員児童委員連合会

都道府県、指定都市の民児協を構成団体と

する全国段階の民児協組織

・東京都民生児童委員連合会

東京都内の各区市町村の民生委員児童委員

協議会で構成する組織
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民生委員児童委員の役割

● 民生委員は、児童福祉法により児童委員を兼ねることとされています。

● 民生委員は、地域住民の身近な相談相手として、生活上の様々な困りごとに対し、

必要な支援や行政・専門機関への「橋渡し役」を担っています。

● 児童委員は、児童や乳幼児、妊産婦等の福祉や保護等のための相談や援助を行います。

● 民生委員児童委員は、それぞれの担当区域を持っております。

主任児童委員とは

● 主任児童委員は、児童委員の中から指名され、児童福祉に関する事項を専門的に担当し

ます。子ども家庭支援センターや学校など様々な機関と連絡調整を行い、児童委員の活

動に対する援助及び協力を行います。
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民生委員児童委員の活動

見守り

１人暮らし高齢者や地域のこどもの見守りを

行っております。支援を必要とする人がいれ

ば、行政機関などと連携して問題の解決を

図っています。

訪問活動

自宅へ訪問し熱中症の予防啓発をするなど、

同じ地域住民の立場から地域の方々が安心し

て過ごせるように活動しています。

相談対応

地域の住民が抱える課題に親身になって相談

対応をしております。

※特別職の地方公務員として、守秘義務が課

されています。

居場所づくり・仲間づくり

高齢者や子育て世帯が地域の中で孤立しない

よう居場所づくりを目的とした活動をしてお

ります。また、児童館、こども食堂、障がい

者施設などでお手伝いをしています。
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区からの協力依頼 事例

ひとり暮らし高齢者登録者に対する支援

大田区高齢福祉課が実施する「ひとり暮らし高齢者登録事業」に登録した高齢者に対して、毎年

４月から５月にかけて訪問し、熱中症予防の啓発を行っています。

避難行動要支援者に対する支援

大田区福祉管理課では障がいがある方や要介護者など災害時における避難の際特に支援を要する方

の「避難行動要支援者名簿」の作成を進めています。民生委員の方々に名簿を共有し、平時からの

見守り活動にも活用するとともに、災害時は実施できる範囲で安否確認や避難支援の協力をお願い

しています。

区が実施する審議会等への協力について

区が実施する審議会等（奨学金審議会や区営住宅高額所得者審査会など）の委員をお願いし、区の

事業が適正に進むよう協力をお願いしています。
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今後の課題について

民生委員児童委員の「なり手不足」が課題となっております。（平均年齢65歳）

大田区は23区の中でも民生委員児童委員の充足率が高い状況ですが、民生委員児童委員を新たに

受けていただける人材が不足しています。

令和７年３月に策定した「大田区基本計画」でも「担い手不足」を共通課題として捉えており、

課題への対応につながる取組が求められております。

民生委員児童委員の周知

５月12日は、「民生委員児童委員の日」として記念日登録されています。

区では、５月12日を含んだ約１週間を「民生委員児童委員の日 活動強化週間」とし、区役所の

１階フロアにて活動紹介のパネル展や区長１日民生委員など実施して民生委員児童委員の周知を

図っています。
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